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告 示

�愛媛県告示第７６３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

まさば及びごまさば太平洋系群に関する令和５管理年度（令和５年

７月１日から令和６年６月３０日までの期間をいう。）における知事

管理漁獲可能量を次のように定めた。

令和５年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７６４号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第９項の規定に基づ

き、松山港港湾計画の変更の概要を次のとおり告示する。

令和５年６月３０日

松山港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 港湾計画の変更の概要

港湾計画の変更の概要（平成５年８月愛媛県告示第１０７１号）に

よりその概要を告示した松山港港湾計画について変更した事項は、

次のとおりである。

� 土地造成計画

追加する事項

地区名 面積（ヘクタール） 用 途

吉 田 浜 １（０） 交通機能用地

注 （ ）の数値は、内数で、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾
に隣接する区域の保全に特に密接に関連する土地造成計画を示す。

� 土地利用計画

既定計画を変更する事項

地区名 面積（ヘクタール） 用 途

７（７）
ふ

埠頭用地

吉 田 浜

１（１） 港湾関連用地

８２（８２） 工業用地

１３９（３） 交通機能用地

注 （ ）の数値は、内数で、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾
に隣接する区域の保全に特に密接に関連する土地利用計画を示す。

２ 港湾計画の縦覧の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課
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�愛媛県告示第７６５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県四国中央保健所及び四国中央市役所において告示

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県まさば及びごまさば漁業 現 行 水 準

毎週（火・金）曜日発行 第４２１号 令和５年６月３０日

令和５年６月３０日金曜日 第４２１号
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の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年６月３０日

愛媛県四国中央保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

愛媛製紙株式会社

四国中央市村松町３７０番地

代表取締役 井川 和永

２ 事業場の名称及び所在地

愛媛製紙株式会社

四国中央市村松町３７０番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２３

号チ、第６３の３号、第６４の２号ロ、第７１の４号イ及びみなし指定

地域特定施設

ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成１１年政令第４３３号）

別表第２第１５号イ

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法（汚水等の汚染状態及び量）、排出水の汚

染状態及び量（�２ 工場排水口）

５ 汚水等の処理施設に関する事項

・総合排水処理施設

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�２ 工場排水口（既設）

�������
�愛媛県告示第７６６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和５年６月３０日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和５年６月２２日

３ 指定道路の位置

四国中央市金生町山田井６７５番１の一部、６７５番６の一部、６７７

番の一部、６７７番地先道及び６７７番地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ８７．６０メートル

� 幅員 ４．８５～６．００メートル

�愛媛県告示第７６７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和５年６月３０日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
６１５
最大
１，３００

通常
２５
最大
４１

通常
６１５
最大
１，３００

通常
２４
最大
４１

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
７０７
最大
１，４００

通常
５０
最大
８０

通常
７０７
最大
１，４００

通常
４８
最大
８０

生物学的酸
素 要 求 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５６１
最大
１，１５０

通常
１４．１
最大
２３

通常
５６１
最大
１，１５０

通常
１３．５
最大
２３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
８４
最大
１７０

通常
２．４
最大
５

通常
８４
最大
１７０

通常
２．３
最大
５

リン含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２．７４
最大
８

通常
０．８３
最大
３

通常
２．７４
最大
８

通常
０．７９
最大
３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
２５，０００
最大
２６，６００

通常
２５，０００
最大
２６，６００

通常
２６，０００
最大
２６，６００

通常
２６，０００
最大
２６，６００

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４１

通常 ２４

最大 ４１

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５０

最大 ８０

通常 ４８

最大 ８０

生物学的酸
素 要 求 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４．１

最大 ２３

通常 １３．５

最大 ２３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．４

最大 ５

通常 ２．３

最大 ５

リン含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８３

最大 ３

通常 ０．７９

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５，０００

最大 ２６，６００

通常 ２６，０００

最大 ２６，６００

備考 この他に、雨水生活排水口が３箇所、雨水工水排水口が１箇所、雨水
排水口が３２箇所ある。

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

一般社団法人 ＫＵＭＡＹＡＭＡ Ｓ
ＴＯＲＩＥＳ

訪問看護ステーション コミュニティ
ナースｉｎ愛媛

愛媛県伊予郡砥部町大南１９１番地山田
ハイツ１０２号室 令和５年６月１６日 訪問看護
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公 告

�������
�愛媛県告示第７６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

令和５年６月３０日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和５年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

中型バス（スクールバス・福祉車両）の購入

� 購入物品名及び数量

中型バス（スクールバス・福祉車両） ２台

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

令和６年３月１４日（木）

� 納入場所

愛媛県立しげのぶ特別支援学校（東温市田窪２１３５）

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行

っていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行

うことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

�愛媛県告示第７６８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和５年６月３０日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第７７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和５年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７７１号
次のとおり落札者を決定した。

令和５年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

一般社団法人 ＫＵＭＡＹＡＭＡ Ｓ
ＴＯＲＩＥＳ

訪問看護ステーション コミュニティ
ナースｉｎ愛媛

愛媛県伊予郡砥部町大南１９１番地山田
ハイツ１０２号室 令和５年６月１６日 介護予防訪問看護

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 末 永 洋 一 松山市柳原２２４番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合�万線

上浮穴郡�万高原町直瀬甲２７２２番地先から

同町直瀬甲２７７３番３まで
旧 ３．４～９．０ ０．２８５

上浮穴郡�万高原町直瀬甲２７２２番から

同町直瀬甲２７７３番３まで
新 ６．０～１０．９ ０．２８５

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

運転者管理業務用電子計算機等の借
入れ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

令和５年４月２５日
株式会社ＪＥＣＣ
東京都千代田区丸の内
三丁目４番１号

６，０９４，５５０円
（月額） 一般競争入札 令和５年３月３日
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１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できるものであること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期限

令和５年７月２５日（火）午前９時から同月２６日（水）午後１

時５９分まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所及び愛媛県電子入札システムによる。
� 開札の日時及び場所

令和５年７月２６日（水）午後２時００分

愛媛県庁 本館１階 会議室（都合により変更する場合あり。）

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：令和５年７月１９日（水）午後５時

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

ア 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条か

ら第１５４条までの規定による。

イ 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接または郵便（書留郵便

に限る。）により提出すること。

ウ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：School

bus for special support education school use，２

� Time limit of tender：１：５９ p．m．，２６ July２０２３

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６
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�愛媛県市町村職員共済組合公告
愛媛県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、令和４年度決算の要旨を公告する。

令和５年６月３０日

愛媛県市町村職員共済組合

理事長 武 智 � 典

損益計算書の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 退職等年金
預託金管理

経過的長期
預託金管理 業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資

負担金
４，７５７，８８３

１３，１３３，４３４ ６８９，６７２ ９５，７３０ ０ ０ ２０１，６２８
２４６，２３９

０ ０ ０ ０
６１８，６３８ ０

掛金・組合員保険料
４，８１７，４００

８，３９５，５６９ ６８９，６６３ ０ ０ ０ ０
１９６，２０１

０ ０ ０ ０
６２９，７０２ ０

収
施設収入・商品売上 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ８３，０７８ ０ ０ ０

受取手数料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４，６９７

組合員貸付金利息 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２４，９１７ ０

利息及び配当金
２４

０ ０ ０ １６，３９８ ０ １０
１２

８ ６８６，７４８ ２６７ ０
１ ０

入
その他収入

４６４，６１９
０ ０ ０ ０ ０ ８４，４７７

７１
５３，１７４ ６，８８７ ２８８ ０

０ ０

補助金
８，６８８

０ ０ ０ ０ ０ ０
０

０ ０ ０ ０
０ ４，４７９

他経理から繰入金 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３７，６０６ ０ ８，０００ ０ ０ ０

前年度繰越支払準備金
７５５，５９０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

計
１０，８０４，２０４

２１，５２９，００３ １，３７９，３３５ ９５，７３０ １６，３９８ ０ ３２３，７２１
４４２，５２３

１４４，２６０ ６９３，６３５ ２５，４７２ ４，６９７
１，２４８，３４１ ４，４７９

給付
５，５６５，７９３

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

役職員給与 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４２，７８６
１５，３１６

５２，２８４ ２３，８８５ ６，５６６ ２５９
０

厚生費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２１９
２７５，０８９

１８７ ３２ ５ ０
４，４４０

支
特定健康診査等費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２９，７４１
０ ０ ０ ０

０

旅費・事務費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １３，４４８
１，９６２

１，５６６ ２，９６６ １，６０８ ４４４
０

商品仕入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３４ ０ ０ ０

飲食材料費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

委託費・委託管理費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ９，３１９
１２２

３２，８６３ １３１ ８６ ８６
０

支払利息 ０ ０ ０ ０ １６，３９８ ０ ０ ０ ０ ６５３，４６３ １６，３９６ １，６９５
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老人保健拠出金
０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

退職者給付拠出金
５７

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

前期高齢者納付金
１，６９８，７１１

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

後期高齢者支援金
２，０７８，３２１

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

病床転換支援金
６

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

介護納付金
０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１，２１９，１０７

連合会払込金・拠出金
６０８，２６０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

出

負担金払込金・掛金払込金・
保険料払込金 ０ ２１，５２９，００３ １，３７９，３３５ ９５，７３０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

他経理へ繰入金
３７，６０６

０ ０ ０ ０ ０ ０
８，０００

０ ０ ０ ０
０ ０

その他支出
６６，９１３

０ ０ ０ ０ ０ １５４，９３２
４９，９７８

８７，４３１ ２８，４２９ ５，８６０ ４，７８８
４７６ ３９

次年度繰越支払準備金
８７５，９５３

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

計
１０，９３１，６２０

２１，５２９，００３ １，３７９，３３５ ９５，７３０ １６，３９８ ０ ３２０，７０４
３８０，２０８

１７４，３６５ ７０８，９０６ ３０，５２１ ７，２７２
１，２１９，５８３ ４，４７９

差引当期利益金又は当期損失金（△）
△１２７，４１６

０ ０ ０ ０ ０ ３，０１７
６２，３１５

△３０，１０５ △１５，２７１ △５，０４９ △２，５７５
２８，７５８ ０

貸借対照表の要旨

資
流動資産 １，６３６，１４８ １，３２７，５８５ ８８，５４３ ６６３ ９０，６３６ ０ ５５１，４９４ ６４４，３６２ ４３９，６６６ ２２，１１４，７０３ ９６，０３７ ２１０，０６９

産
固定資産 ０ ０ ０ ０ １，５８９，０００ ０ ６，０８３ １，０４５ ７８９，５４８ ５１，９４２，３４３ １，９２４，５９９ ０

繰延資産 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

資 産 合 計 １，６３６，１４８ １，３２７，５８５ ８８，５４３ ６６３ １，６７９，６３６ ０ ５５７，５７７ ６４５，４０７ １，２２９，２１４ ７４，０５７，０４６ ２，０２０，６３６ ２１０，０６９

負
流動負債 ２１，２５１ １，３２７，５８５ ８８，５４３ ６６３ ０ ０ ８，９７８

１５，４５６
６，４６８ ６９，２００，９２２ ３２８ １，５１１

１，４６９

債
固定負債 ８７５，９５３ ０ ０ ０ １，６７９，６３６ ０ ２８８，０８８

５２，６３１
４０，１５５ １６，１５４ １，６５３，７３３ １５５，６１５

０

負債合計 ８９７，２０４ １，３２７，５８５ ８８，５４３ ６６３ １，６７９，６３６ ０ ２９７，０６６ ６９，５５６ ４６，６２３ ６９，２１７，０７６ １，６５４，０６１ １５７，１２６

純 資本剰余金 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １，１５７，６２７ ０ ０ ０

資 利益剰余金又は欠損金（△）
７３１，５０３

０ ０ ０ ０ ０ ２６０，５１１
５７５，８５１

２４，９６４ ４，８３９，９７０ ３６６，５７５ ５２，９４３
７，４４１ ０

産 純資産合計 ７３８，９４４ ０ ０ ０ ０ ０ ２６０，５１１ ５７５，８５１ １，１８２，５９１ ４，８３９，９７０ ３６６，５７５ ５２，９４３

負 債 ・ 純 資 産 合 計 １，６３６，１４８ １，３２７，５８５ ８８，５４３ ６６３ １，６７９，６３６ ０ ５５７，５７７ ６４５，４０７ １，２２９，２１４ ７４，０５７，０４６ ２，０２０，６３６ ２１０，０６９

（注）短期経理の上段は短期、下段は介護に係るもの、保健経理の上段は保健、下段はメンタルヘルス対策事業に係るもの
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